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介
護
離
職
の
現
状
と

仕
事
と
介
護
を
両
立
す
る
必
要
性

介
護
離
職
と
は
、
家
族
な
ど
が
要
介
護

状
態
に
な
り
、
介
護
に
専
念
す
る
た
め
に
仕

事
を
辞
め
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
厚
生
労
働

省
の
雇
用
動
向
調
査
に
よ
る
と
、
介
護
離
職

者
数
は
、
２
０
１
８
年
に
約
10
万
人
と
な

り
、
８
年
間
で
約
２
倍
に
増
加
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
東
京
都
産
業
労
働
局
が
行
っ
た

２
０
１
５
年
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は「
今
後
、

家
族
や
親
族
を
介
護
す
る
可
能
性
が
あ
る
」

と
答
え
た
方
は
７
割
を
超
え
て
お
り
、
介
護

離
職
者
が
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
く
こ
と
が

懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

介
護
離
職
を
す
る
方
の
多
く
が
、
身
体
的
、

精
神
的
な
負
担
を
減
ら
す
こ
と
を
離
職
の
目

的
と
し
ま
す
が
、
実
際
に
は
「
介
護
離
職
を

し
て
良
か
っ
た
」
と
考
え
て
い
る
方
は
少
な
い

金融広報アドバイザーの

誌上セミナー

介護離職をしないために
仕事と介護を両立させる四つのポイント
このコーナーでは、全国で活躍する金融広報アドバイザーによる誌上セミナーを行い
ます。今回のテーマは「介護離職をしないために」です。仕事と介護の両立を支援す
る制度と介護保険サービスの活用法、両立を行ううえで心がけたい大切なポイントな
どを小野みゆきアドバイザーにうかがいました。

第29回

講師：小野みゆき
滋賀県金融広報アドバイザー

―仕事と介護の両立支援制度＆介護保険サービスを活用―

※1 ①～⑥は育児・介護休業法に基づく。
※2 制度を利用できる労働者は、勤務先の業種や規模にかかわらず、原
則として要介護状態の対象家族を介護する労働者（日々雇用を除く
/有期雇用は要件あり）が対象。①～⑥は就業規則に制度が無くて
も、申し出により利用できる。ただし、勤務先の労使協定の定めに
よっては取得できない場合もある。

※3 要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障がい

により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をい
う。介護保険制度の要介護・要支援認定を受けていない場合でも取
得できる。

※4対象家族とは、配偶者、父母および子、配偶者の父母、祖父母、兄
弟姉妹、孫。

※5 ⑦以外の手続き方法は、就業規則等の規定がある場合はそれに従
う。

制度名 概要

①
介護休業

労働者が要介護状態の対象家族を介護するために、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業
を取得できる

②
介護休暇

労働者が要介護状態の対象家族の介護や通院の付き添い、介護サービスの手続きなどの世話を行うために、年5日（対
象家族が2人以上の場合は年10日）まで休暇が取得できる。時間単位での取得も可能

③
所定外労働の
制限

労働者は要介護状態の対象家族を介護するために、介護が終了するまで所定外労働の免除を請求できる。1回の請求で
1カ月以上1年以内、請求回数に制限なし。事業の正常な運営を防げる場合、事業主は請求を拒める

④
時間外労働の
制限

労働者は要介護状態の対象家族を介護するために、介護が終了するまで1カ月24時間、1年150時間を超える時間外労働
を制限できる。1回の請求で1カ月以上1年以内、請求回数に制限なし。事業の正常な運営を防げる場合、事業主は請求
を拒める

⑤
深夜業の制限

労働者は要介護状態の対象家族を介護するために、介護が終了するまで午後10時から午前5時までの労働を制限でき
る。1回の請求で1カ月以上6カ月以内、請求回数に制限なし。事業の正常な運営を防げる場合、事業主は請求を拒める

⑥
所定労働時間の
短縮等の措置

労働者は要介護状態の対象家族を介護するために、対象家族1人につき次の措置のいずれかを、利用開始から3年以上
の間で2回以上の利用ができる。<短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、介護費用の助成措置>

⑦
介護休業給付

雇用保険法の規定により、要件を満たした介護休業取得者は休業している間、給与の67％の介護休業給付金を受給で
きる。有期雇用労働者は追加の要件を満たすことで受給できる

【図表１】仕事と介護の両立を支援する主な制度
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よ
う
で
す
。厚
生
労
働
省
の
ア
ン
ケ
ー
ト
デ
ー

タ
で
は
、「
離
職
後
に
負
担
が
増
し
た
」
と
答

え
た
方
は
、
精
神
面
で
約
56
％
、
肉
体
面
で

約
52
％
、
経
済
面
で
約
70
％
と
い
う
結
果
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
介
護
離
職
は

慎
重
に
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
可
能
な
限
り

仕
事
を
続
け
て
い
く
方
向
で
考
え
ま
し
ょ
う
。

仕
事
と
介
護
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の

大
切
な
四
つ
の
ポ
イ
ン
ト

介
護
は
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
負
担
が

大
き
く
、
仕
事
と
両
立
す
る
の
は
容
易
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
介
護
離
職
を
で
き
る
だ
け
し

な
い
た
め
に
、
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
四
つ

の
ポ
イ
ン
ト
を
お
伝
え
し
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
❶

介
護
に
直
面
す
る
前
に
必
要
な
情
報
を
得
る

政
府
は
介
護
離
職
の
状
況
を
大
き
な
社
会

問
題
と
考
え
、
育
児
・
介
護
休
業
法
等
に
基

づ
く
「
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
制
度
（
以

下
、
支
援
制
度
）」【
図
表
１
】
に
よ
っ
て
仕

事
の
負
担
を
減
ら
し
、
介
護
保
険
制
度
に
基

づ
く
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス（
以
下
、介
護
サ
ー

ビ
ス
）【
図
表
２
】
に
よ
っ
て
介
護
の
負
担

を
減
ら
す
こ
と
で
、「
介
護
離
職
ゼ
ロ
」
を

め
ざ
し
て
い
ま
す
。仕
事
と
介
護
の
両
立（
以

下
、
両
立
）
を
す
る
う
え
で
、
こ
う
し
た
制

度
や
サ
ー
ビ
ス
の
活
用
は
必
須
で
す
。

支
援
制
度
は
、
各
制
度
の
対
象
と
な
る
労

働
者
で
あ
れ
ば
、
勤
務
先
の
業
種
や
規
模
に

か
か
わ
ら
ず
利
用
で
き
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
保
険
の
加
入
者

で
、
要
介
護
ま
た
は
要
支
援
の
認
定
を
受
け

た
40
歳
以
上
（
40
〜
64
歳
は
要
件
あ
り
）
の

方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
自
己
負
担
額
は
１

割
か
ら
３
割
で
す
が
、
自
治
体
に
よ
っ
て
サ
ー

ビ
ス
内
容
や
要
件
が
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、

要
介
護
者
の
見
守
り
な
ど
介
護
保
険
制
度
で

提
供
で
き
な
い
サ
ー
ビ
ス
を
必
要
と
す
る
場

合
は
、
全
額
負
担
に
な
り
ま
す
が
、
民
間
事

業
者
な
ど
が
運
営
す
る
介
護
保
険
外
サ
ー
ビ

ス
も
視
野
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

介
護
は
い
つ
始
ま
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

介
護
に
直
面
す
る
と
精
神
的
に
も
時
間
的
に

も
余
裕
が
な
く
な
り
が
ち
な
の
で
、
必
要
な

制
度
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
前
も
っ
て
調
べ

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
と
く
に
支
援
制

度
は
、
労
使
協
定
に
よ
っ
て
条
件
が
異
な
っ

た
り
、
会
社
独
自
の
支
援
制
度
を
設
け
て
い

る
場
合
も
あ
る
の
で
、
勤
務
先
の
就
業
規
則

を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

支
援
制
度
の
相
談
先
は
、
勤
務
先
の
人
事

労
務
担
当
や
各
都
道
府
県
の
労
働
局
雇
用
環

境
・
均
等
部
（
室
）
と
な
り
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
は
、
要
介
護
者
が
住
む
市
区
町

村
の
窓
口
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

に
な
り
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
❷

日
ご
ろ
か
ら
職
場
に
家
族
の
状
況
を
伝
え
る

両
立
に
は
、
周
り
の
協
力
や
助
け
が
不

（出所）厚生労働省「介護保健制度について」を基に作成

自宅で 
利用するサービス

訪問介護 訪問介護員（ホームヘルパー）が、入浴、排せつ、食事などの介護や調理、洗濯、掃
除などの家事を行う

訪問看護 自宅で療養生活が送れるように、看護師等が清潔ケアや排せつケアなどの日常生活の援
助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行う

福祉用具貸与 日常生活や介護に役立つ福祉用具（車いす、ベッドなど）のレンタルを行う

日帰りで施設等を
利用するサービス

通所介護 
（デイサービス）

食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向
上サービスなどを日帰りで提供する

通所リハビリテーション 
（デイケア）

施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図る

宿泊するサービス 短期入所生活介護
（ショートステイ）

施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上する
ための機能訓練の支援などを行う。家族の介護負担軽減を図ることができる

居住系サービス 特定施設 
入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利
用できる

施設系サービス

特別養護老人ホーム 常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する。食事、入浴、排せつなどの
介護を一体的に提供する（※原則要介護3以上の方が対象）

介護老人保健施設 自宅で生活を営むことができるようにするための支援が必要な方が入所する。看護・
介護・リハビリテーションなどの必要な医療や日常生活上の世話を提供する

小規模多機能型居宅介護 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自
宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行う

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日
必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供する。訪問介護員だけでなく看護師
なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできる

【図表2】仕事と介護の両立に役立つ主な介護保険サービス
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可
欠
で
す
。
介
護
は
誰
で
も
直
面
す
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
日
ご
ろ
か
ら
同
僚
や
上
司

に
自
分
の
家
族
の
状
況
を
伝
え
て
お
く
こ
と

で
、介
護
に
直
面
し
た
と
き
「
お
互
い
さ
ま
」

と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
協
力
が
得
や
す
く
な

り
ま
す
。

ま
た
、
家
族
が
遠
隔
地
に
い
る
場
合
は
、

近
所
の
協
力
が
大
き
な
助
け
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ふ
だ
ん
か
ら
良
好
な
関
係

を
築
い
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

ポ
イ
ン
ト
❸

介
護
に
直
面
し
た
ら
必
ず
会
社
に
相
談
す
る

両
立
と
は
「
介
護
を
す
る
た
め
に
働
き
方

を
変
え
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
会
社

へ
の
相
談
は
最
優
先
で
あ
り
、
も
っ
と
も
大

切
な
ポ
イ
ン
ト
と
言
え
ま
す
。
介
護
の
状
況

や
働
き
方
の
要
望
を
伝
え
る
こ
と
で
、
今
後

の
両
立
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
会
社
と
話
し
合
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
厚
生
労
働
省
の
デ
ー
タ
を
見
る

と
、
介
護
離
職
経
験
者
の
中
で
勤
務
先
に

介
護
の
相
談
を
し
た
方
の
割
合
は
約
25
％

で
、
多
く
の
方
は
相
談
を
す
る
前
に
離
職
し

て
し
ま
い
ま
す
。
理
由
と
し
て
、
介
護
で
仕

事
を
休
む
と
い
う
前
例
が
勤
務
先
に
少
な
い

な
ど
、
職
場
の
環
境
で
制
度
を
申
請
し
づ
ら

か
っ
た
り
、
介
護
と
い
う
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

こ
と
を
仕
事
に
持
ち
込
ん
で
、
職
場
に
迷
惑

を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
考
え
を
持
つ
方
が

ま
だ
多
い
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。

会
社
に
と
っ
て
労
働
者
の
離
職
は
大
き
な

損
失
で
す
。
支
援
制
度
の
活
用
は
会
社
と
労

働
者
の
両
方
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
、
臆

す
る
こ
と
な
く
会
社
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト
❹

介
護
を
し
過
ぎ
ず
自
分
の
時
間
を
確
保
す
る

両
立
の
生
活
で
は
「
仕
事
の
休
み
＝
自
分

で
介
護
」
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
ゴ
ー
ル
が

見
え
づ
ら
い
介
護
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
時
間

を
す
べ
て
費
や
す
の
は
避
け
ま
し
ょ
う
。
精

神
的
に
も
肉
体
的
に
も
疲
弊
し
て
、
介
護
放

棄
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
に
も
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。「
介
護
は
プ
ロ
の
手
で
」
と
考
え
て
、

仕
事
が
休
み
の
と
き
こ
そ
介
護
サ
ー
ビ
ス
や

介
護
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
活
用
し

ま
し
ょ
う
。

支
援
制
度
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

組
合
せ
例

両
立
の
環
境
は
、
支
援
制
度
と
介
護
サ
ー

ビ
ス
等
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
整
え
て
い

き
ま
す
。
厚
生
労
働
省
「
仕
事
と
介
護
両

立
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
参
考
に
、
介
護
の
課
題

を
解
決
す
る
組
合
せ
例
を
二
つ
紹
介
し
ま

す
。

課
題
①

午
前
中
は
体
調
が
不
安
定
な
母
親
。
日
々
の

食
事
準
備
や
入
浴
介
助
が
必
要

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
度
や
在
宅
勤
務
な

ど
を
活
用
し
て
、午
前
中
は
自
宅
で
見
守
り
。

夕
食
の
準
備
や
入
浴
介
助
は
、
訪
問
介
護
と

通
所
介
護
を
組
み
合
わ
せ
て
対
応
す
る
。

課
題
②

遠
方
で
半
身
麻
痺
の
父
を
高
齢
の
母
が
介

護
。
父
は
通
所
介
護
を
拒
否

訪
問
介
護
や
訪
問
看
護
を
組
み
合
わ
せ
て

毎
日
利
用
し
、
母
の
負
担
を
軽
減
。
介
護
休

業
や
介
護
休
暇
を
活
用
し
て
帰
省
し
、
病
院

や
行
政
と
連
絡
を
取
っ
た
り
、
近
所
に
見
守

り
を
お
願
い
す
る
な
ど
、
老
々
介
護
の
環
境

を
整
え
る
。

働
き
続
け
る
こ
と
が

充
実
し
た
介
護
に
つ
な
が
る

大
切
な
家
族
が
要
介
護
状
態
に
な
れ
ば
、

仕
事
を
辞
め
て
で
も
介
護
を
し
て
あ
げ
た
い

と
思
う
方
は
多
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
介

護
生
活
は
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
齢
が
進
め
ば
症
状
や
状
態
が
悪
く
な
る
こ

と
も
多
く
、
経
済
的
に
厳
し
く
な
れ
ば
介
護

サ
ー
ビ
ス
な
ど
も
利
用
し
づ
ら
く
な
り
、
精

神
的
・
肉
体
的
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
状
況
に
な
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
両
立
す
る
こ
と
は
充
実
し
た
介
護

に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
会
社
や
病

院
、
行
政
、
近
所
の
方
な
ど
に
さ
ま
ざ
ま
な

協
力
や
助
け
を
仰
ぎ
、働
き
続
け
る
こ
と
で
、

介
護
者
も
要
介
護
者
も
で
き
る
限
り
充
実
し

た
日
々
を
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま

す
。

社会保険労務士、ファイナンシャル・
プランナー（CFP®）、年金マスタ
ー・1級DC(確定拠出年金)プランナー。
2014年にレディゴ社会保険労務士・
FP事務所を開業。セミナー講師、書籍・
WEB執筆、家計・年金・労務相談な
どを中心に活動中。働き方改革推進支
援センター登録派遣専門家として滋賀
県内事業所の労務相談に対応。金融広
報アドバイザーとして、公的年金をは
じめ、NISA・確定拠出年金、老後の
お金、子どもたちへお金の大切さなど
を伝える活動を精力的に行っている。

ま と め

今 回 の

★
支
援
制
度
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
上
手
に
活
用
す
る
。

★
両
立
の
ポ
イ
ン
ト
は「
事
前
に
情
報
収
集
」、「
家
族
の
状
況
を
職
場
と
共

有
」、「
会
社
に
必
ず
相
談
」、「
介
護
に
と
ら
わ
れ
過
ぎ
な
い
」。

★
働
き
続
け
る
こ
と
が
、充
実
し
た
介
護
に
も
つ
な
が
る
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小野みゆき（おの・みゆき）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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